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の 労働組 の組  
 

１ の  

 

7 9 3,537

2,064

36.9  

 1,456

132 393 83

 

3,805 971 800 559 241 - 80 20

3,779 1,001 825 563 262 - 79 21

3,800 1,043 870 594 276 - 79 22

3,812 1,152 945 638 307 - 77 23

3,794 1,173 986 657 329 - 76 24

3,688 1,225 1,024 686 338 - 75 25

3,630 1,273 1,078 719 359 33 74 26

3,640 1,360 1,152 769 382 45 73 27

3,489 1,451 1,053 718 336 43 230 125 71 29

3,444 1,504 1,089 748 342 50 236 129 70 30

3,410 1,564 1,096 763 333 85 255 128 69 31

3,375 1,634 1,120 780 340 106 279 129 67 33

3,415 1,678 1,126 793 333 128 284 141 67 33

3,449 1,735 1,166 824 342 133 299 137 67 33

3,410 1,765 1,155 824 331 140 322 148 66 34

3,395 1,727 1,156 817 339 108 323 140 66 34

3,374 1,763 1,196 853 344 96 333 138 66 34

3,355 1,812 1,229 875 355 96 360 127 65 35

3,345 1,816 1,243 890 353 91 355 128 65 35

3,302 1,910 1,323 930 392 116 390 82 63 37

3,288 1,967 1,350 946 404 119 412 87 63 37

3,317 1,986 1,370 964 405 127 406 84 63 37

3,367 2,023 1,403 988 415 133 406 81 63 37

3,423 2,036 1,414 997 417 134 411 78 63 37

3,476 2,120 1,490 1,035 455 136 414 80 62 38

3,494 2,165 1,519 1,047 472 141 419 86 62 38

3,508 2,153 1,524 1,049 475 143 401 85 62 38

3,543 2,036 1,408 989 419 137 402 89 64 36

3,537 2,064 1,456 1,014 442 132 393 83 63 37
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187

201
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176

207

173

171
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２ 労働組 の組  
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分

年次 数 数

和35年 359 80.1 38 055 64.1 - - -

　　40年 365 81 5 48 728 82 1 - - -

45年 421 94 0 52 406 88 3 - - -

50年 494 110 3 55 333 93 2 - - -

55年 525 117 2 57 209 96 4 - - -

60年 499 111.4 59 410 100.1 - - -

2年 495 110 5 60 852 102 5 - - -

3年 497 110 9 61 343 103 3 -  2  491

4年 496 110 7 62 004 104 5 - 1  661

5年 497 110 9 62 508 105 3 -  1  504

6年 487 108 7 61 344 103 3 - 10 1 164

7年 485 108 3 62 096 104.6 - 2  752

8年 481 107 4 62 082 104.6 - 4 14

9年 479 106 9 61 958 104.4 - 2 124

10年 464 103 6 60 647 102 2 - 15 1 311

11年 458 102 2 59 136 99 6 - 6 1 511

12年 448 100.0 59 362 100.0 - 10  226

13年 446 99 6 57 912 97 6 - 2 1 450

14年 444 99 1 55 815 94 0 - 2 2 097

15年 438 97 8 54 835 92 4 - 6 980

16年 432 96 4 53 957 90 9 - 6 878

17年 405 90 4 53 586 90 3 - 27 371

18年 390 87 1 52 789 88 9 - 15 797

19年 381 85 0 52 337 88 2 - 9 452

20年 377 84 2 52 280 88.1 注 1  15 5 4 57

21年 369 82 4 51 456 86 7 14.6 8 824

22年 361 80.6 50 840 85 6 14.4 8 616

23年 356 79 5 50 210 84.6 注 2  14 1 5 630

24年 346 77 2 49 016 82 6 13 7 10 1 194

25年 337 75 2 47 542 80.1 13 2 9 1 474

26年 337 75 2 46 617 78 5 13 3 0 925

27年 334 74 6 46 017 77 5 13 0 3 600

28年 327 73 0 45 043 75 9 12 6 7 974

29年 324 72 3 43 760 73 7 12 0 3 1 283

30年 319 71 2 43 320 73 0 11 7 5 440

令和 年 303 67 6 41 622 70 1 11.1 16 1 698

　　２年 297 66 3 41 067 69 2 11.1 6 555

出 労働

注 1 　 計 に用いてき 事業 ・企業 計 が 21年 経 セ

　　　 ・ に 、 20年は 事業 ・企業 計 、 21年 は

　　　 経 セ ・ 用 、 出 てい

　　　　 、 事業 ・企業 計 経 セ ・ の は が生 てい

　　　 が 総務 では、 手 が ら、 の が全て増 ・減 の

　　　では い てい
注 2 　 23年の は、 24年4月に総務 計 ら 労働 に
　　　 日 に 計 の 23年6月分の 計 用いて計 で
　     　 　　

内の労働 数 労働 数の

数 １２年 １

  数    数   年 増 減

数 数
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　 　数 令和２年6月30日現在

　業

業 57 19 2

務 46 15 5

業、 業 32 10 8

業、 業 28 9 4

、 ・ 業・生 関
業、 業・ 事業・

業（他に分 い の）
28 9 4

育、 業 25 8 4

、福 24 8 1

金 、保険業・ 業、 賃 業 20 6 7

業 12 4 0

業 9 3 0

・ ・ 給・ 業 7 2 4

業、 業 4 1 3

業・ 業・ 業 3 1 0

業、 業、 利 業 1 0 3

分 の 業 1 0 3

計 297 100 0

　 　 　数

　業

業 9 884 24 1

務 7 473 18 2

育、 業 5 400 13 1

業、 業 3 686 9 0

金 、保険業・ 業、 賃 業 3 666 8 9

、福 2 824 6 9

、 ・ 業・生 関
業、 業・ 事業・

業（他に分 い の）
2 355 5 7

業 2 049 5 0

業、 業 1 846 4 5

・ ・ 給・ 業 844 2 1

業 835 2 0

業、 業 121 0 3

業・ 業・ 業 40 0 1

業、 業、 利 業 27 0 1

分 の 業 17 0 1

計 41 067 100 0

　 は、 数 2 数処 てい 、 計は

　 100 は ら い
出 労働

数

数

内の 業 労働 数 労働 数の
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第14章 個別的労使紛争に係るあっせん 

 

１ 事件の処理状況 

 

 平成13年10月に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律が施行され、同

法第20条では、地方公共団体は、個別労働関係紛争に係るあっせん等の施策を

推進するよう努めることとされた。本県においては、あっせんについて、地方

自治法第180条の2の規定に基づき、当労働委員会が知事の委任を受けて実施し

ている。 

 令和２年中に取り扱った個別的労使紛争に係るあっせん事件は３件であり、

内容については次のとおりである。 

 

申請日

あっせん員
指 名 日

R1.11.25

R2.2.27

R2.8.11

処理日数は申請日から終結日までの歴日数 

いじめによる精神的苦痛
に対する慰謝料

― ―
不開
始

R2.3.13 16

―

65

R1.11.26

元-3
学術研究、専門・
技術サービス

労災事故の説明と改善策
の提示、上司の暴言に関
する謝罪、労働環境の改
善

(公)赤池幸江
(労)坪井茂
(使)小俣精三

2 解決 R2.1.28

令和２年個別的労使紛争に係るあっせん事件一覧表

(公)窪田哲也
(労)窪田　清
(使)小林隆二

2 解決 R2.10.13

あっせん員 終結日
処理
日数

R2.8.18

64

調整
回数

終結
区分

卸売･小売
解雇予告手当請求、精神
的苦痛に対する慰謝料請
求、有給休暇の精算

2-2

事件
番号

業種
あっせん
事　　項

2-1
学術研究、専門・
技術サービス
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２ 事件の概要 

 

（１）令和元年(個)第3号あっせん事件 

 

ア 申 請 者 Ｘ 

イ 被 申 請 者 Ｙ社 

ウ 業 種 学術、専門サービス業 

エ 申 請 年 月 日 令和元年11月25日 

オ あっせん員指名年月日 令和元年11月25日 

カ 終 結 年 月 日 令和2年1月28日 

キ 終 結 状 況 解決 

ク あっせん事項 ①換気設備が不十分な施設において、硫酸の煙を長時間

浴びた労災事故を受けたことに関する原因の究明と改善

策の提示 

②Ａ課長補佐からの暴言に関する本人及び会社の謝罪 

③労働環境の改善と申請者を加害者として取り扱ったこと

についての社長の謝罪 

ケ あ っ せ ん 員 （公）赤池幸江  （労）坪井茂  （使）小俣精三 

コ 申請に至るまでの経過 

 平成14年3月1日、Ｘは、Ｙ社にパート社員として採用され、水質検査等の業

務に従事した。 

 令和元年6月13日、Ｙ社相談役はＸのいる検査室にて、ドラフト（換気装置

と隔壁のある検査台）を使用して、検査を開始した。その後、同相談役は現場

を離れた。しばらくして、薬品が沸騰し、白煙が検査室内に充満した。Ｘは、

喉の痛み、頭痛を感じた。 

 翌14日、Ｘは、咳・目の充血などがひどいため医療機関を受診した。 

同日Ｘは、上司に労災申請を依頼した（後日、労災認定）。 

 同日、Ａ課長補佐は、検査中のＸに向かって、「病院へいきゃあいいじゃな

いか」、「辞めればいい」などとの発言を行った。 

 同月17日、Ｘは、Ａ課長補佐から暴言を受けた件についてＹ社に報告した。 

 同月26日、Ｘは、Ｙ社取締役ら役員２名に呼ばれ、Ａ課長補佐が譴責の懲戒

処分となったことを伝えられた。取締役から、今後Ａ課長補佐に対してＸが普

段使用している検査室への入室を禁止する旨を約束された。 

 同年7月23日から同年8月8日にかけ、Ｘは、労働基準監督署、山梨労働局へ

相談した。 
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 同年8月27日、Ｘは社長と面談した。社長は、Ａ課長補佐からＸに意地悪さ

れたと話を聞いている、個人の問題なので会社は介入しない、既に本人は謝っ

たと聞いている、これからパワハラなどの相談（窓口）を開設する、との旨を

述べた。 

 同年9月18日、揮発性の高い薬品を扱う検査中に、室内にガスが充満し、Ｘ

ら２名のパート社員が体調不良で受診した。 

 同月20日、Ｘは、本労働委員会に相談した。 

 同年11月25日、Ｘは本労働委員会にあっせんを申請した。 

 

サ あっせん申請後の経過 

 令和元年12月23日、第1回あっせんを開催した。 

 （Ｘの主張） 

 検査の危険性等に関して、会社の説明はなかった。薬品を火にかけ、放置し

ていった。 

 事故発生時の対応については、研修等を受けたことはない。換気設備は不十

分であると考えている。 

 会社には、今後、社内で行われる検査内容の説明と労災が発生した場合の適

切な対応を求める。 

Ａ課長補佐に謝罪してほしい。 

 社長は、Ｘにも責任があるとして、加害者扱いしている。 

 （Ｙ社の主張） 

 今回は、納期が短期間であったため、通常行っている検査室の他に事故があ

った場所でも検査を行った。予想より反応が激しく起きてしまったこと、人の

出入りにより検査室内に風が起きてしまったことで、煙が漏れてしまった。 

 検査の危険性については、特にＸには説明していないが、Ｘには、現場から

離れていてという話はした。 

 社員には、機器の使い方等について教育しているし、事故の後、検査を担当

する社員全員に対し教育を行った。 

 また、Ａ課長補佐にはＸと出来るだけ場所が離れたところで業務をするよう

に指示した。 

 Ａ課長補佐からは、反対にＸから日々いじめられていると聞いている。 

 また、退職の話も出ており、謝罪を促すのは難しい。 

社長は、必要な範囲で謝罪する意向がある。 
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（あっせん員の対応） 

 あっせん員は、Ｙ社に対し、6月13日の労災について、あっせんの場で会社

側から説明すること、次回あっせん期日への、社長及びＡ課長補佐の出席を要

望した。 

 （労災事故についての説明） 

 Ｙ社から、Ｘに対し、労災事故の顛末のほか、担当社員への再教育があった

こと等が説明された。 

 Ｘから検体が火にかかっている間誰も見に来ていない、との指摘があった。

この点について、Ｙ社からは、社内の連絡に不徹底があったかもしれないとい

う回答があった。 

 （あっせん員の対応） 

 あっせん員は、Ｙ社に対し労災事故について再度調査するよう依頼した。 

 

 令和2年1月28日、第2回あっせんを開催した 

（Ｙ社の主張） 

 社長及びＡ課長補佐が出席し、Ａ課長補佐は自身の発言について謝罪したい

と述べた。 

 労災については、不適当な場所で検査を行ったことを認め、今後は社員間の

コミュニケーションをはかり、作業手順書の遵守などを徹底し改善していく。 

（Ｘの主張） 

 労災対策が不十分である。また、Ａ課長補佐が検査室へ出入りしており、会

社側の対応が不十分である。 

 労災事故の説明と謝罪は、全社員の前で行ってもらいたい。 

（あっせん員の対応） 

 あっせん員は、Ｙ社に対し、労災防止対策とパワハラ対策の徹底を要望した。 

 Ｘに対しては、今後も勤務を続けるうえで、会社への不満はある程度で折り

合いをつけ、労災事故の説明と謝罪はあっせんの場で受けるように説得した。 

 Ｘがあっせん員の説得に応じたため、双方があっせん案に署名・押印した。 

 

 あっせん案（要旨） 

１ Ｙ社の事業として行った検査について、Ｙ社がＸの安全確保に対する適切 

な措置を講じなかったためＸが労働災害を被ったことを確認し、Ｙ社はＸに 

謝罪する。 

２ Ｙ社は、検査の内容やその危険性を従業員に周知徹底し、従業員が安全か 

つ安心して働ける職場環境を整備する。 
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３ Ｙ社は、Ａ課長補佐の発言とその後のＹ社の対応により、Ｘが受けた精神 

的苦痛に対して謝罪する。 

※ その他、清算条項、口外禁止条項あり 
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（２）令和2年(個)第１号あっせん事件 

 

ア 申 請 者 Ｘ 

イ 被 申 請 者 Ｙ社 

ウ 業 種 学術研究、専門・技術サービス業 

エ 申 請 年 月 日 令和2年2月27日 

オ あっせん員指名年月日 ― 

カ 終 結 年 月 日 令和2年3月13日 

キ 終 結 状 況 不開始 

ク あっせん事項 いじめによって生じた精神的苦痛に対する○円の慰謝料

の支払い 

ケ あ っ せ ん 員 ― 

コ 申請に至るまでの経過 

 平成30年9月1日、Ｘは登録する人材派遣会社（以下「Ｚ社」という。）から

Ｙ社に派遣された。 

 11月、Ａ正社員から不正な書類の作成を指示され、Ｘは数回作成した。また、

Ｘが病欠後にＹ社に出勤したところ、他の社員の前で副所長から「くるくるぱ

ー」、「頭はよくなったか」と言われた。11月末、Ｘが10分ほど席を外して戻

ると、デスクに置いておいた眼鏡が壊れていた。 

 平成31年1月、Ａ正社員からセクハラにあたる発言をされた。 

 2月、Ｙ社への派遣契約更新が決まった際、他の社員の前で副所長はＸに

「クビにするよ」、「冗談だよ、俺には決められない」などと発言した。また、

電話で「Ｚ社のスタッフさんは更新が決まってよかったね。他の人を探しても

見つからなかったんだって」と嫌みっぽく大声で、個人情報である契約につい

て話していた。 

 4月、隣の席に移動したＡ正社員から、Ｘは一日中電話を取るよう言われた。 

 また、時期不明であるが、副所長はＸに、無いと説明した残業を指示する、

一般事務であることを理由にＸが希望する業務に従事させない、タイムカード

への押印を渋る等の行為をし、Ａ正社員のセクハラについては「触れなければ

問題ない」などの発言をした。また、Ａ正社員は、Ｘに業務を押しつけ、教え

られていない業務をさせる等の行為をした。さらに、同僚のＢ派遣社員は、Ｘ

の派遣開始にともなう席替えで「端に追いやられた」と発言し、Ｘの悪口や個

人情報を話すといった行為をした。Ｘは派遣元であるＺ社に相談したが、Ｙ社

に話しておくと言われ、その結果の連絡はなかった。 

 令和元年6月4日、Ｘは体調不良により退職した。 
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 令和2年1月7日、ＸはＹ社に慰謝料○円を書面で請求した（1月24日、Ｙ社か

ら応じられない旨の回答があった）。 

 1月21日、Ｘは山梨労働局長にあっせん申請書を提出したが、2月17日、山梨

紛争調整委員会から、あっせんの打ち切りが通知された。 

 2月27日、Ｘは当労働委員会にあっせん申請した。 

サ あっせん申請後の経過 

 令和2年3月4日、Ｙ社にあっせん申請されたことを通知し、協力を依頼した。 

 3月5日、Ｙ社から事務局調査及びあっせんを拒否する旨の連絡があった。 

3月11日、当労働委員会にあっせんを拒否する回答書が届いた。 

 3月12日、Ｙ社に対しあっせんに応じるよう促したが、あっせんを拒否した。 

 3月13日、会長は本件の不開始を決定した。 
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（２）令和2年(個)第１号あっせん事件 

 

ア 申 請 者 Ｘ 

イ 被 申 請 者 Ｙ社 

ウ 業 種 学術研究、専門・技術サービス業 

エ 申 請 年 月 日 令和2年2月27日 

オ あっせん員指名年月日 ― 

カ 終 結 年 月 日 令和2年3月13日 

キ 終 結 状 況 不開始 

ク あっせん事項 いじめによって生じた精神的苦痛に対する○円の慰謝料

の支払い 

ケ あ っ せ ん 員 ― 

コ 申請に至るまでの経過 

 平成30年9月1日、Ｘは登録する人材派遣会社（以下「Ｚ社」という。）から

Ｙ社に派遣された。 

 11月、Ａ正社員から不正な書類の作成を指示され、Ｘは数回作成した。また、

Ｘが病欠後にＹ社に出勤したところ、他の社員の前で副所長から「くるくるぱ

ー」、「頭はよくなったか」と言われた。11月末、Ｘが10分ほど席を外して戻

ると、デスクに置いておいた眼鏡が壊れていた。 

 平成31年1月、Ａ正社員からセクハラにあたる発言をされた。 

 2月、Ｙ社への派遣契約更新が決まった際、他の社員の前で副所長はＸに

「クビにするよ」、「冗談だよ、俺には決められない」などと発言した。また、

電話で「Ｚ社のスタッフさんは更新が決まってよかったね。他の人を探しても

見つからなかったんだって」と嫌みっぽく大声で、個人情報である契約につい

て話していた。 

 4月、隣の席に移動したＡ正社員から、Ｘは一日中電話を取るよう言われた。 

 また、時期不明であるが、副所長はＸに、無いと説明した残業を指示する、

一般事務であることを理由にＸが希望する業務に従事させない、タイムカード

への押印を渋る等の行為をし、Ａ正社員のセクハラについては「触れなければ

問題ない」などの発言をした。また、Ａ正社員は、Ｘに業務を押しつけ、教え

られていない業務をさせる等の行為をした。さらに、同僚のＢ派遣社員は、Ｘ

の派遣開始にともなう席替えで「端に追いやられた」と発言し、Ｘの悪口や個

人情報を話すといった行為をした。Ｘは派遣元であるＺ社に相談したが、Ｙ社

に話しておくと言われ、その結果の連絡はなかった。 

 令和元年6月4日、Ｘは体調不良により退職した。 
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（３）令和2年(個)第２号あっせん事件 

 

ア 申 請 者 Ｘ 

イ 被 申 請 者 Ｙ社 

ウ 業 種 卸売・小売 

エ 申 請 年 月 日 令和2年8月11日 

オ あっせん員指名年月日 令和2年8月18日 

カ 終 結 年 月 日 令和2年10月13日 

キ 終 結 状 況 解決 

ク あっせん事項 ①解雇予告手当３か月分の給与○円の支払い 

ク あっせん事項 ②慰謝料○円の支払い 

ク あっせん事項 ③有給休暇の精算 

ケ あ っ せ ん 員 （公）窪田哲也  （労）窪田清  （使）小林隆二 

コ 申請に至るまでの経過 

平成29年3月13日、ＸはＹ社に商品管理などを行う事務職として採用さ

れた。 

令和2年4月28日、Ｘによる原価計算間違えなどのミスが発覚し、社長に

指摘された。社長はミーティングにおいてＸに「もううちの仕事はＸさん

には任せられないから、次の人を募集するのでいいです」と発言し、Ｘは

ミーティングから外された。 

5月7日、Ｘは社長に、4月28日の発言は「解雇」を意味するのか確認し、

解雇理由証明書の交付を求めた。Ｘが「辞めて欲しい期限はいつか」と社

長に尋ねると、社長は「5月28日までとする。有給休暇を使って職探しに

行っていい」と発言した。 

5月8日、社長はＸに①100％ミスをしないことを約束し、仕事を続ける、

②次の人が決まったら引き継ぎをして会社を辞める、のどちらかを選ぶよ

うに提案した。Ｘは②が解雇を意味するのか社長に確認したが、はっきり

した返答はなかった。Ｘは文書での提示を求めたが、社長は「口頭のみで

理解して欲しい」と述べた。 

5月12日、Ｘは労働基準監督署に相談に行った。 

5月13日、Ｘは再び社長に書面での提示を求め、山梨労働局発行の冊子

の「労働条件の明示」のページを社長に提示した。 

5月20日、Ｘは社長から労働条件通知書を交付された。 

5月24日、Ｘは住所地の自治体の無料法律相談に行った。 

5月29日、Ｘは退職した。 
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6月15日、Ｙ社から離職票が送付された。離職理由が「自己都合」だっ

たので、Ｘはハローワークに異議申立書を提出した。 

7月7日、ハローワークからＸに連絡があった。Ｙ社を調査の結果、離職

理由が「会社都合」に変更された。 

7月28日、ＸはＹ社あてに、「解雇予告手当３か月分の給与○円及び慰

謝料○円」を請求する内容証明郵便を送付した。8月6日、Ｙ社からＸに、

「あっせんの利用等を含め、適切な対応を行うこと」を内容とする回答書

が送付された。 

8月11日、Ｘは当労働委員会にあっせんを申請した。 

 

サ あっせん申請後の経過 

 令和2年9月14日、第１回あっせんを開催した。 

 （Ｘの主張） 

  ミスが発覚した後のミーティングにおける社長の発言は、解雇だと受

け止めた。 

労働条件通知書の内容を見ると、昇給もなく、働く意欲が出ない条件で、

辞めろとしかとらえられない。 

原価は外国語で書かれており、社長に聞かないとわからなかった。その

状況で原価計算がわかるはずがない。 

  ミスしないように努力してきた。そのミスは会社の経営に影響するよ

うなものではなく、責任を負わせることは間違っている。 

  社長は感情的に発言するので、ハラスメントと感じる部分があった。

「Ｘさんのやり方だと、どこに行っても務まりませんよ」など精神的苦

痛を感じる発言もあった。 

 （Ｙ社の主張） 

  ミーティングの席上の発言はしていない。「仕事を任せるのに、きち

んとしてもらえないと困る」と発言したところ、Ｘが「じゃあどうした

らいいですか。解雇ですか」と話した。 

  Ｘは採用して3年経っても、何度も同じミスを繰り返している。新規事

業の立ち上げ準備をしており、ミスは許されない事業だから、Ｘには難

しいと考えていた。 

辞めて欲しいという気持ちはなく、続けて欲しいと何度も話した。しか

し、Ｘは「解雇」という認識が強く、譲ろうとせず、話し合いにならなか

った。解雇ではないと考えている。 

  社長は外国人であるため、話のニュアンスなど伝わり難い部分はある。 
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（３）令和2年(個)第２号あっせん事件 

 

ア 申 請 者 Ｘ 

イ 被 申 請 者 Ｙ社 

ウ 業 種 卸売・小売 

エ 申 請 年 月 日 令和2年8月11日 

オ あっせん員指名年月日 令和2年8月18日 

カ 終 結 年 月 日 令和2年10月13日 

キ 終 結 状 況 解決 

ク あっせん事項 ①解雇予告手当３か月分の給与○円の支払い 

ク あっせん事項 ②慰謝料○円の支払い 

ク あっせん事項 ③有給休暇の精算 

ケ あ っ せ ん 員 （公）窪田哲也  （労）窪田清  （使）小林隆二 

コ 申請に至るまでの経過 

平成29年3月13日、ＸはＹ社に商品管理などを行う事務職として採用さ

れた。 

令和2年4月28日、Ｘによる原価計算間違えなどのミスが発覚し、社長に

指摘された。社長はミーティングにおいてＸに「もううちの仕事はＸさん

には任せられないから、次の人を募集するのでいいです」と発言し、Ｘは

ミーティングから外された。 

5月7日、Ｘは社長に、4月28日の発言は「解雇」を意味するのか確認し、

解雇理由証明書の交付を求めた。Ｘが「辞めて欲しい期限はいつか」と社

長に尋ねると、社長は「5月28日までとする。有給休暇を使って職探しに

行っていい」と発言した。 

5月8日、社長はＸに①100％ミスをしないことを約束し、仕事を続ける、

②次の人が決まったら引き継ぎをして会社を辞める、のどちらかを選ぶよ

うに提案した。Ｘは②が解雇を意味するのか社長に確認したが、はっきり

した返答はなかった。Ｘは文書での提示を求めたが、社長は「口頭のみで

理解して欲しい」と述べた。 

5月12日、Ｘは労働基準監督署に相談に行った。 

5月13日、Ｘは再び社長に書面での提示を求め、山梨労働局発行の冊子

の「労働条件の明示」のページを社長に提示した。 

5月20日、Ｘは社長から労働条件通知書を交付された。 

5月24日、Ｘは住所地の自治体の無料法律相談に行った。 

5月29日、Ｘは退職した。 
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（あっせん員の対応） 

 当事者双方の主張と、請求額に差があった。当事者双方に請求額を再検

討するよう求め、第２回あっせんに継続することとした。 

  

令和2年10月13日、第２回あっせんを開催した。 

 （Ｘの主張） 

  請求内容を一括して「解決金」として扱うこととしてよい。今求めて

いる解決金額には譲歩の余地はない。 

Ｙ社が交付した労働条件通知書には「退職金なし、昇給なし」と記載さ

れており、これはつまり退職強要である。 

  解決金をいくら提示されても、退職強要であること、Ｙ社に非がある

ことを認めなければ合意しない。 

  退職強要したことを書面で認めること。   

 （Ｙ社の主張） 

  解雇ではない。また、退職強要にあたるような事案ではなく、認める

ことはできない。 

  退職勧奨したことは認める。 

  解決金は類似事例の相当額程度なら支払うことは可能である。 

 （あっせん員の対応） 

  なおも当事者双方の解決金額に相当の開きがあった。あっせん員は双

方に譲歩を働きかけたが、Ｘは譲歩できないとのことであった。そこで、

Ｙ社には退職強要を想定させるような言動があったことから、Ｘの気持

ちを受け止め、Ｘが求める解決金額に応じるよう説得した。これにＹ社

が応じたことから、双方にあっせん案を提示し、合意した。 

 

 あっせん案（要旨） 

１ Ｘ及びＹは、令和2年5月31日付けでＸが退職したことを確認する。 

２ Ｙ社はＸに対して、退職強要を想定させるような発言を行い、心理的

な負担をかけたことを謝罪する。 

３ Ｙ社は、Ｘに対して、本件の解決金として金○円を支払う。 

 ※ その他、清算条項、口外禁止条項あり 
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（あっせん員の対応） 

 当事者双方の主張と、請求額に差があった。当事者双方に請求額を再検

討するよう求め、第２回あっせんに継続することとした。 

  

令和2年10月13日、第２回あっせんを開催した。 

 （Ｘの主張） 

  請求内容を一括して「解決金」として扱うこととしてよい。今求めて

いる解決金額には譲歩の余地はない。 

Ｙ社が交付した労働条件通知書には「退職金なし、昇給なし」と記載さ

れており、これはつまり退職強要である。 

  解決金をいくら提示されても、退職強要であること、Ｙ社に非がある

ことを認めなければ合意しない。 

  退職強要したことを書面で認めること。   

 （Ｙ社の主張） 

  解雇ではない。また、退職強要にあたるような事案ではなく、認める

ことはできない。 

  退職勧奨したことは認める。 

  解決金は類似事例の相当額程度なら支払うことは可能である。 

 （あっせん員の対応） 

  なおも当事者双方の解決金額に相当の開きがあった。あっせん員は双

方に譲歩を働きかけたが、Ｘは譲歩できないとのことであった。そこで、

Ｙ社には退職強要を想定させるような言動があったことから、Ｘの気持

ちを受け止め、Ｘが求める解決金額に応じるよう説得した。これにＹ社

が応じたことから、双方にあっせん案を提示し、合意した。 

 

 あっせん案（要旨） 

１ Ｘ及びＹは、令和2年5月31日付けでＸが退職したことを確認する。 

２ Ｙ社はＸに対して、退職強要を想定させるような発言を行い、心理的

な負担をかけたことを謝罪する。 

３ Ｙ社は、Ｘに対して、本件の解決金として金○円を支払う。 

 ※ その他、清算条項、口外禁止条項あり 
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３ 労働相談 

 

 個別的労使紛争に係るあっせんの利用については、県中小企業労働相談所の

労働相談を受けていることを前提としていたが、平成22年9月から労働委員会

でも労働相談を受けることとし、労働相談からあっせんへスムーズに移行でき

るようにした。 

 令和２年中に受け付けた労働相談件数は178件であった。また、個別労働関

係紛争処理月間である１０月を中心に、当委員会の初の取組みとなる委員によ

る出張労働相談会を実施した。 

 なお、労働相談は事務局職員が対応しているが、来庁しての労働相談の場合、

委員が相談員として対応することもある。 

労 使 双 計

165 13 178

経営又は人事 51 51

ｱ 22 22

ｲ 3 3

ｳ 2 2

ｴ 3 3

ｵ 16 16

　 ｶ 1 1

ｷ 4 4

28 5 33

ｸ 11 2 13

ｹ 1 1

ｺ 1 1

ｻ 1 1

ｼ 3 3

ｽ 1 1

ｾ 8 2 10

ｿ

ﾀ 2 1 3

ﾁ

48 5 53

ﾂ 6 3 9

ﾃ 5 5

ﾄ 4 1 5

ﾅ 13 13

ﾆ 1 1

ﾇ 3 1 4

ﾈ 2 2

ﾉ

ﾊ 2 2

ﾋ 6 6

ﾌ 6 6

41 2 43

ﾍ 4 1 5

ﾎ 37 1 38

17 2 19

ﾏ 17 2 19

185 14 199

（注）・実件数は、受け付けた相談件数であり、1件の相談の中に紛争内容が複数ある場合は、それ

       ・委員による出張労働相談の件数を含む。

配置転換、出向・転籍

相　談　・　助　言

実　件　数

解雇

年金（企業年金・厚生年金等）

一時金

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

賃金未払

賃金増額

賃金減額

退職一時金

解雇手当

休業手当

諸手当

その他賃金

労働契約

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

育児休業・介護休業

令和２年労働相談件数一覧表

        ぞれの項目に計上し、その合計を延べ件数としている。

職場の人間関係

セクハラ

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

時間外労働

安全・衛生

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等

労働条件等

紛争内容
区分

紛争内容
区分
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３ 労働相談 

 

 個別的労使紛争に係るあっせんの利用については、県中小企業労働相談所の

労働相談を受けていることを前提としていたが、平成22年9月から労働委員会

でも労働相談を受けることとし、労働相談からあっせんへスムーズに移行でき

るようにした。 

 令和２年中に受け付けた労働相談件数は178件であった。また、個別労働関

係紛争処理月間である１０月を中心に、当委員会の初の取組みとなる委員によ

る出張労働相談会を実施した。 

 なお、労働相談は事務局職員が対応しているが、来庁しての労働相談の場合、

委員が相談員として対応することもある。 

労 使 双 計

165 13 178

経営又は人事 51 51

ｱ 22 22

ｲ 3 3

ｳ 2 2

ｴ 3 3

ｵ 16 16

　 ｶ 1 1

ｷ 4 4

28 5 33

ｸ 11 2 13

ｹ 1 1

ｺ 1 1

ｻ 1 1

ｼ 3 3

ｽ 1 1

ｾ 8 2 10

ｿ

ﾀ 2 1 3

ﾁ

48 5 53

ﾂ 6 3 9

ﾃ 5 5

ﾄ 4 1 5

ﾅ 13 13

ﾆ 1 1

ﾇ 3 1 4

ﾈ 2 2

ﾉ

ﾊ 2 2

ﾋ 6 6

ﾌ 6 6

41 2 43

ﾍ 4 1 5

ﾎ 37 1 38

17 2 19

ﾏ 17 2 19

185 14 199

（注）・実件数は、受け付けた相談件数であり、1件の相談の中に紛争内容が複数ある場合は、それ

       ・委員による出張労働相談の件数を含む。

配置転換、出向・転籍

相　談　・　助　言

実　件　数

解雇

年金（企業年金・厚生年金等）

一時金

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

賃金未払

賃金増額

賃金減額

退職一時金

解雇手当

休業手当

諸手当

その他賃金

労働契約

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

育児休業・介護休業

令和２年労働相談件数一覧表

        ぞれの項目に計上し、その合計を延べ件数としている。

職場の人間関係

セクハラ

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

時間外労働

安全・衛生

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等

労働条件等

紛争内容
区分

紛争内容
区分
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№ 開催日時 場所 相談者 相談員 相談概要

1 R2.9.23 県立図書館
正社員

男性

（公）小野
（労）窪田
（使）小林

〇上司からの理不尽な取扱いや労働基準法違反と思われ
る行為への対応方法について
・労働条件が明示されない
・就業規則が周知されていない
・タイムカードがなく労働時間の管理がされていないた
め、残業代等も支給されない。

2

雇用形態
不明

男性

（公）齋藤
（労）萩原
（使）栗山

〇会社の次の行為について
・契約の一方的な打切り
・自己所有車が故障したが、他の受託者と扱いが異な
り、修理工場の紹介やあっせんがなされず差別的に扱わ
れた。

3
正社員

女性

（公）窪田
（労）杉原
（使）長坂

〇異動前までは、介護と育児のため時短勤務をしていた
が、店舗の統廃合により現職場になってから、時短勤務
を希望しても認めてもらえない。
〇既に退職を考えており、週明けに退職届を提出する予
定だが、現状を知ってもらいたく相談に来た。

4
正社員

男性

（公）窪田
（労）杉原
（使）長坂

〇勤務時間内では業務が終わらず、恒常的にサービス残
業がある。社長に訴えても「月給にすべて込みだから」
などと言われてしまう。
〇この会社では、雇用契約書もなく就業規則も見たこと
がない。
〇実際の勤務時間はメモしかないが、未払残業代を請求
することは可能か。

5
河口湖

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
BELL

パート

女性

（公）赤池
（労）宮下
（使）小俣

〇コロナの影響で休業しているが、他の従業員は復帰し
ているのに、復帰させてくれない。
〇勤続６年を超えるが、有給休暇の取得可能日数が不明
で、取得も難しい。

6 R2.10.28 県立図書館
正社員

女性

（公）堀内
（労）坪井
（使）古屋

【№３の継続相談】
〇12日に退職届を提出した。今いる従業員のためにも会
社の意識を変えたいので、どこに相談しアクションを起
こせば変えていけるのか助言してほしい。

R2.10.10

ﾗｻﾞｳｫｰｸ
甲斐双葉

委員による出張労働相談会開催状況（新規）
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第15章 労働委員会の活性化 

 

 

22

 

 

【令和２年の主な取り組み】 

１ 労働委員会制度の認知度を高める方策 

  

 

 

 

２ 委員及び事務局職員の資質の維持・向上を図るための方策 

  

終

 

３ 労使紛争の未然防止のための方策 

  

 

４ 迅速・的確な審査・調整手続きを充実させるための方策 

 

 

５ 個別労働紛争解決への適切な対応を促進するための方策 
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1

21～30 864 864 687 13 46 42 76

31～40 646 646 614 11 12 9 25 634 1 9 2

41～50 254 256 190 51 6 7 37 212 1 40 3

51～60 137 140 100 23 9 5 3 118 21 1

61～H7 86 87 66 14 5 1 2 77 9 1

8～14 58 59 45 7 6 10 52 7

15～24 56 56 51 3 2 3 50 6

25 7 7 7 1 7

26 2 2 2 2

27 6 8 6 2 6 2

28 1 3 1 1 1 1 1

29 9 10 6 2 1 2 6 1 1 2

30 3 5 2 1 2 2 1

R1 6 7 5 1 6 1

R2 2 3 2 1 1 1

計 2 137 - 1,779 131 41 68 42 76 (86) (1,172) 3 (97) -

（注1）　 計 の（　）内の数 は 和31年 の 計件数で
（注2）　H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

年

分

総
会

そ
の
他

年
件
数

（資料 ）年別・労働 資

係

件
数

当
労
働

人

令和2年12月31日現在

- 53 -

5



40

21～30 21 21 6 15 5 4 1 9 2

31～40 17 18 1 15 1 2 2 2 5 6

41～50 46 48 1 29 16 2 1 4 2 27 6 4

51～60 17 20 10 7 2 3 9 3

61～H7 11 12 7 4 1 2 4 3 1

8～14 5 7 3 2 1 4

15～24 2 2 1 1 1 1

25

26 2 2 2 2

27 2

28 1 3 1 1

29 2 3 2 2

30 1 3 1 1

R1 2 3 1 1 1 1

R2 1 3 1 1

計 128 - 8 88 32 5 9 7 12 4 57 25 8 1

（注）　H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

係

件
数 1

人
・ 2

労

令和2年12月31日現在

年

人
件
数

分
人

（資料 ）年別・ 労働 件

1
・
2

1
・
3

1
・
2
・
3

2
・
3

労働 7条

1
・
2
・

3

- 54 -

5



21～30 21 21 1 2 1 16 1

31～40 17 18 16 2

41～50 46 48 2 6 1 27 9 3

51～60 17 20 2 3 1 11 2 1

61～H7 11 12 4 5 1 2

8～14 5 7 1 1 5

15～24 2 2 2

25

26 2 2 2

27 2 2

28 1 3 1 1 1

29 2 3 1 2

30 1 3 1 1 1

R1 2 3 1 2

R2 1 3 1 2

計 128 - 1 5 16 3 3 84 14 -

（注）　H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

分

件
数

係

件
数

年

（資料 ）年別・ 労働 件

令和2年12月31日現在

令・

和
解

一処

- 55 -

55



S21 31 41 51 61 8

30 40 50 60 H7 14

1 1

4 1 5

6 1 7

2 1 3

2 2

1 1

1 2 3

3 2 5

8 1 9

1 1 1 2 1 6

3 4 2 9

1 18 5 4 28

2 1 1 2 6

2 2 4

2 4 1 1 8

2 3 5

3 3 5 3 14

1 1

21 17 46 17 11 5 117

（注） H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

業

育

業 、 業

業

、 、 業

パ 、 、 業

出 、 、 関 業

業 、 業

業

金 業

業

業 ・ 業 ・ 業

業

　
　

　
　
業

業

計

そ の 他 業

金 、 保 険 、 業

そ の 他

務

そ の 他業

（資料 ）年別 別・ 労働 件 件数

、 、 業

業・ 業

業

計
年

業
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5



15

24

1 1

1 1 1 3

2 1 1 4

1 1 1 3

2 0 2 0 1 2 1 2 1 11

（注） 15年 は 業分 に 分

計

そ の 他 業

業

そ の 他

業

育 、 業

務

、 業

業、 業

金 、 保 険 、 業

、 福

業 、 業

金 業

令和2年12月31日現在

計28

、 、 業

27 R2

業

、 、 給、 業

R1

パ 、 、 業

業

年

業 ・ 業 ・ 業

業

　
　

　
　
業

、 関 業

業 、 業

3026

業

業・ 業

業

25

業

29

- 57-

S21 31 41 51 61 8

30 40 50 60 H7 14

1 1

4 1 5

6 1 7

2 1 3

2 2

1 1

1 2 3

3 2 5

8 1 9

1 1 1 2 1 6

3 4 2 9

1 18 5 4 28

2 1 1 2 6

2 2 4

2 4 1 1 8

2 3 5

3 3 5 3 14

1 1

21 17 46 17 11 5 117

（注） H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

業

育

業 、 業

業

、 、 業

パ 、 、 業

出 、 、 関 業

業 、 業

業

金 業

業

業 ・ 業 ・ 業

業

　
　

　
　
業

業

計

そ の 他 業

金 、 保 険 、 業

そ の 他

務

そ の 他業

（資料 ）年別 別・ 労働 件 件数

、 、 業

業・ 業

業

計
年

業

- 56 -

5



S21 31 41 51 61 8 15
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
30 40 50 60 H7 14 24

169 155 202 126 37 12 23 1 1 1 1 1 2 731

賃金増額 26 54 53 45 7 1 2 188

一時金 2 37 49 37 12 3 5 145

諸手当 4 1 2 1 8

その他賃金関係 16 5 3 3 2 3 1 33

退職一時金、年金 35 13 7 1 2 5 1 64

解雇手当休業手当 26 2 1 29

労働時間 10 2 12

休日、休暇 1 1

業 の

年制 1 1 2

その他労働条件 4 11 11 4 1 1 32

事業休 6 3 1 10

企業

人

配置転換 2 3 1 2 8

解雇・雇 20 10 19 9 4 3 11 1 1 78

その他経営人事 1 1 3 5

福利厚生

団交 4 10 43 21 2 5 8 1 1 1 96

事件 制

2 1 1 2 6

17 6 1 24

7 4 2 1 2 1 17

169 155 202 126 37 21 39 1 2 1 2 1 2

（注1） 7年までは1事件について 事 1事 の てい 8年 らは の
全ての 事 てい

（注2） H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

その他

計

（ 件数）

賃
 

金
 

制

給

外
の
労
働
条
件

経
 

営
 

又
 

は
 

人
 

事

約 等

（資料 ）年別・ 件

令和2年12月31日現在
年

25 26 27 28 R2
事

29 計R130

- 58 -

5



6 １ 　労働 会の
令和2年12月31日現在

S21 31 41 51 61 8 15

30 40 50 60 H7 14 24

せ に 開始 1 1

に

に

5 10 14 6 1 1 37

13 11 13 13 5 3 3 61

3 3

22 36 56 45 9 4 11 1 1 1 1 1 188

5 5

114 91 119 62 21 6 7 1 1 422

8 3 1 12

1 1 2

154 148 202 126 36 13 23 1 1 1 1 1 1 1 709

14 7 1 22

1 1 1 1

（注1） せ 　　
（注2） H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

26

　

　

解

計

年の

　

　

27 28 計

（資料 ）年別・ 件

25 3029 R1 R2

終結

- 59 -

5



S21 31 41 51 61 8

30 40 50 60 H7 14

4 4

6 1 7

5 1 1 7

16 4 2 22

42 58 38 6 4 1 149

24 5 5 1 35

5 2 7

2 2 5 2 11

1 3 2 6

6 2 3 27 6 44

8 1 3 12

9 15 25 17 6 72

8 7 4 1 20

1 1 2

5 30 82 51 8 1 177

2 7 13 2 1 1 26

4 6 10

1 10 3 1 1 16

1 7 10 1 1 20

9 1 5 11 8 5 39

12 1 1 14

1 1

169 155 202 126 37 12 701

（注） H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

年

業

パ 、 、

業

業 、 業

業

、 、 業

業

そ の 他 業

　
　

　
　
業

業

業

育

そ の 他業

金 業

計

、 、 業

業・ 業

業

（資料 ）年別 別・ 件 件数

出 、 、 関 業

業 、 業

計

業

業

業 ・ 業 ・ 業

金 、 保 険 、 業

そ の 他

務
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H15

24

1 1

1 1

5 5

5 5

3 1 1 5

1 1 1 3

6 1 1 8

2 2

23 1 1 1 1 1 2 30

（注） 15年 は 業分 に 分

2927 28

令和2年12月31日現在

年
計30 R1 R2

金 、 保 険 、 業

2625

、 、 給、 業

業 ・ 業 ・ 業

業

業・ 業

パ 、 、 業

、 関 業

計

そ の 他 業

業

そ の 他

　
　

　
　
業

、 、 業

業 、 業

業

業

業 ・ 業

務

業 、 業

業、 業

業

金 業

業

、 業

、 福

業

育 、 業
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S21 31 41 51 61 8

30 40 50 60 H7 14

4 4

6 1 7

5 1 1 7

16 4 2 22

42 58 38 6 4 1 149

24 5 5 1 35

5 2 7

2 2 5 2 11

1 3 2 6

6 2 3 27 6 44

8 1 3 12

9 15 25 17 6 72

8 7 4 1 20

1 1 2

5 30 82 51 8 1 177

2 7 13 2 1 1 26

4 6 10

1 10 3 1 1 16

1 7 10 1 1 20

9 1 5 11 8 5 39

12 1 1 14

1 1

169 155 202 126 37 12 701

（注） H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

年

業

パ 、 、

業

業 、 業

業

、 、 業

業

そ の 他 業

　
　

　
　
業

業

業

育

そ の 他業

金 業

計

、 、 業

業・ 業

業

（資料 ）年別 別・ 件 件数

出 、 、 関 業

業 、 業

計

業

業

業 ・ 業 ・ 業

金 、 保 険 、 業

そ の 他

務
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年 13
～

分 17

3 2 1 1 1 4 7 4 1 5 9 3 1 4 3 2 51

3 2 2 1 1 4 7 4 3 5 10 3 1 4 4 3 -

解 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 2 21

1 1 2 1 2 1 1 9

2 3 3 1 1 7 1 18

開始 1 1 1 3

業 1 1 1 1 1 5

業 1 1

業 1 1 1 1 2 1 7

業 業 1 1

業 1 2 5 1 9

業 1 1

業 業 1 1 1 1 1 1 6

福 1 1 1 1 1 1 6

業 1 2 1 1 1 1 1 8

その他 1 2 3 2 8

賃金 1 1 1 4 1 7 2 17

一時金・退職金 2 2 1 2 1 8

解雇、雇 2 1 1 1 1 3 1 2 6 1 19

配置転換 1 1 1 1 4

その他 1 2 5 4 4 2 3 1 2 1 3 3 2 33

（注） 1事件につき 数の せ 事 が 場 が

R2R129272519 20 262221 24

っ
せ

事

係 件数

処

18

　
　
業
　
　

30

（資料 ）年別・ 別 件 ・

令和2年12月31日現在

計23 28

- 62 -



令和２年１２月３１日現在

H22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2

65 144 127 137 117 82 105 108 206 197 178

16 48 54 36 33 21 39 38 70 53 51

ｱ 7 27 35 20 19 6 12 15 23 14 22

ｲ 0 4 2 1 3 1 3 5 3 3 3

ｳ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2

ｴ 3 4 4 1 0 0 2 2 1 4 3

ｵ 5 11 12 9 8 10 20 10 29 26 16

　 ｶ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1

ｷ 0 2 0 5 3 4 1 6 13 4 4

19 59 30 48 34 34 41 17 42 40 33

ｸ 6 27 20 37 23 14 18 9 22 11 13

ｹ 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1

ｺ 4 7 1 4 1 4 7 3 6 8 1

ｻ 1 0 2 0 0 2 1 0 1 1 1

ｼ 4 6 5 5 5 2 4 1 5 6 3

ｽ 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1

ｾ 0 2 0 0 0 0 5 1 1 3 10

ｿ 0 4 1 0 0 4 1 2 3 0 0

ﾀ 2 10 0 0 3 7 4 0 3 10 3

ﾁ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

19 27 35 44 30 19 20 40 55 62 53

ﾂ 3 8 7 11 8 7 2 5 3 12 9

ﾃ 2 6 2 10 4 3 3 5 12 11 5

ﾄ 3 1 2 3 1 3 2 5 4 4 5

ﾅ 3 3 7 6 4 2 2 7 13 11 13

ﾆ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1

ﾇ 3 0 1 1 0 0 1 0 3 1 4

ﾈ 2 1 2 0 2 1 2 1 0 5 2

ﾉ 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

ﾊ 1 1 6 5 4 1 2 4 7 4 2

ﾋ 2 4 7 4 7 0 4 6 7 12 6

ﾌ 0 2 0 3 0 1 2 7 5 1 6

11 13 20 19 22 9 15 16 40 48 43

ﾍ 0 1 4 2 4 0 0 0 4 5 5

ﾎ 11 12 16 17 18 9 15 16 36 43 38

16 24 19 15 14 18 15 16 27 26 19

ﾏ 16 24 19 15 14 18 15 16 27 26 19

81 171 158 162 133 101 130 127 234 229 199

（注） H22については、相談開始年につき、9月～12月までの集計

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等（団体交渉等）

職場の人間関係

セクハラ

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

育児休業・介護休業

時間外労働

安全・衛生

休業手当

諸手当

その他賃金

年金（企業年金・厚生年金等）

労働条件等

労働契約

賃金未払

賃金増額

賃金減額

一時金

退職一時金

解雇手当

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

　（資料９）年別・労働相談取扱件数

実　件　数

経営又は人事

解雇

配置転換、出向・転籍

相談内容
年
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